
価値剥奪装置としての差別
一「婚外子差別」を手がかりにして-

橋 本 真 琴

本稿は、「婚外子差別」という事例に基づいて差別の定義に関わる近年の理論研究を検討し、差別をどの
ように定義するべきかの方向性を示すことを目的とする。差別をめぐるコンフリクトの最大の特徴は、加害
行為の存否が争われる点にある。そこで本稿は「価値剥奪装置としての差別」という視角を提示し、行為の
次元ではなく行為解釈の文脈を規定する言説の装置として差別を捉えることを提案する。

最大の特徴は、たびたび指摘されるような「差
別する側」と「される側」の間にある認識の軽
重ということ以前に、そこに(社会的に解決され
るべき・人災としての）差別が「存在するか／し
ないか」という問題の存杏自体が争われる点に
あるからである。
したがって、差別論が多少なりとも問題解決

への志向性を有するものならば、すなわち、構
築主義的な社会問題論とは一線を画し、それ自
体、社会問題を構築する営みたらんとするなら
ば、なによりまず次の作業が必要である。それ
は、「耳を傾けるべきかれら」の存在を与件と
する問題経験の内容（ソフト）についての記述
ではなく、主に「差別」という言葉によって問
題経験を語る人々と、その他大勢の人々との間
に認識上の亀裂を生ぜしめる当のメカニズム
(ハード）についての議論である。
以上のような問題意識に基づく議論の手始め

として、本稿は、主に「婚外子差別」という事
例を手がかりに､“どのような事象を核として

１ は じ め に

差別にまつわる（とされる）問題経験(')につ
いての記述には、「障害者」・「部落」・「女性
(ジェンダー)」・「在日」などの領域ごとに豊か
な蓄積がある。また、差別の原因を何に求める
かについての説明も、階級還元論的説明や偏見
説をはじめ、無数に存在してきたと言える。一
方、“そもそもある人々のもとに共通する社会
的事象としての「差別」が存在していることそ
れ自体をどのように説明するのか”つまり“な
ぜ我々は多様な問題経験を「差別」という概念
によって．「差別」という概念の周辺に記述す
るのか”ということについて書かれたものはあ
まりない(2)。
だがしかし、差別の存在を与件として記述を

始める差別定義なき差別論は、ある事柄を「差
別」として論じる営みそのものを深刻な危機に
曝す。なぜなら、差別をめく．るコンフリクトの
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差別の特徴があるのであり、このような観点か
らは、客観的な集団性に依拠した差別論もこれ
を否定して事足れりとする差別論も、同様に不
充分である。
(3)さらに、差別は多くの当事者言説におい

て、単発的な行動やその短いまとまりとしての
事件であると同時に、一貫性を備えた状況でも
ある。差別はこれを訴える人々の生全体を蓋う
苦難として体験され、しばしば「空気」のメタ
ファーで語られる。したがって差別は、行動・
事件としてのみ論じられるべきものではな《〈、
また行動・事件と状況とに分けて論じられるべ
きものでもない。それは、数々の断片的な行動
ひいては事件を集積し、ひとつの状況へと統合
する装置として考えられるべきであろう。
具体的には以下のプロセスで論じていくこと

になる。第２節では、近年の差別定義について
概観し、問題の所在を「加害行為相関主義」と
して論じる。すなわち、差別の訴えにおける争
点は加害行為そのものの存否であるにもかかわ
らず、従来の議論は加害行為の存在を前提にし
ているということである。第３節では、加害行
為相関主義的アプローチでは捉えられない事象
の例として「婚外子差別」をとりあげ、価値の
次元において差別を捉えるアプローチを参照し
ながら、これを差別問題として論じる。第４節
では、事例の検討をとおして新たに得られた視
点から、被差別体験が生起するプロセスについ
て論じる。最後に第５節で、差別問題の構築と
いう目的に照らして、本稿の作業が持つ意義に
ついて述べる。
主にとりあげる事例についての記述は、法律

学や社会学における婚外子研究・「当事者」テ
クスト･反差別の運動団体における参与観察(4)・
インタビュー調査(5)のデータを用いて「婚外
子問題」を論じた拙稿（橋本[2001])に基づい

｢差別」を定義するべきか”その方向性を模索
する。そして最終的に、被差別体験において問
題になっているのは、日常生活を営む際の障害
ではなく、社会的自己そのものの破壊であるこ
と。したがって、このような「目に見えない」
被害について問題構築を行なうためには、行為
の次元ではなく行為解釈の文脈を規定する言説
の装置(3)として差別を捉える必要があること
を主張するつもりである。当該の装置は、支配
的な価値の基準に基づいて人々から社会成員と
しての資格を剥奪する。よってこれを「価値剥
奪装置としての差別」と呼ぶことにする。
基準となる被差別体験のイメージは、(1)

"誰も．何もした覚えがない（危害を加えた覚え

がない)”という条件下における(2)世界を二分
する集団間の関係としての(3)「被抑圧／抑圧」
状況の体験である。
(1)およそ被差別体験と呼ばれるものが「加

害者」（と事後的に規定される人々）の認識や意図
と関わりなく生起することは、差別論において
は「常識中の常識」にあたる事柄であると言え
よう。にもかかわらずこのような現象は、定義
にとり入れられる際にも、「付加条項」として
扱われるにとどまり（江嶋･[1993］など)、これ
が生じるメカニズムについて充分な説明が行な
われてきたとは言い難い。
(2)また他の被害体験と異なる点に、差別は

世界を二分する集団間の関係として体験される
ということがある。数々の先行研究が指摘して
きたように、差別は人々の客観的な集団性にそ
の根拠をおいてはいない。そしてこのことは、
先行する諸研究の想定を裏切って、人々にとっ
て自明のことである（一口に「女」と言い「障害
者」と言っても、その内実が多様であることなど分
かっている)oしかし、にもかかわらず世界を二
分する集団間関係として体験されるという点に

-１２２-



も行なわれてきた。だがしかし、数々の事柄は
問題経験者側の実態の反映などではなく、窓意
的なメルクマールにすぎないこと。また、これ
らが人々に適用されるプロセスもいい加減なも
のであることが指摘され、メルクマールと実在
する問題経験者とのきり離しが行なわれた。
第三に、すなわち先行の諸研究も運動も、目

的や理念においては異なれ、対象としてきた
人々を扱うその方法において、告発しようとし
ている当の相手と完全に通底してしまっていた
ということの指摘と反省である。
例えば、ある事柄を「部落問題」として書

き．「部落問題」として読むにあたって、ネガ
ティブな像を描くにせよ・ポジティブな像を描
くにせよ、人口に謄炎した「部落民」という記
号を、我々は既に使用してしまっている。だが、
我々が問題にしてきた社会的事象が、その生に
おいて多様な人々を集団としてカテゴリー化す
る事象であるとの前提にたてば、このような書
き手と読み手による「部落民」という記号の共
同使用を可能にしているもの自体が、当の事象
であるということになる。

て再構成したものである。

２先行研究の検討

第２節では、現在支配的な差別問題の枠組み
を検討し、その本質を「加害行為相関主義的ア
プローチ」として批判する。加害行為相関主義
的アプローチは、帰責すべき主体が明らかな加
害行為の存在を想定している。そのため、加害
行為を同定できない多くの場合について、説明
力を持ち得ないという欠点を持っている。

２-１“｢被差別者」とは誰か”をめぐる研究
無数にある差別論において、差別の「窓意性」

が繰り返し指摘されてきた。古くは“｢ユダヤ
人」とは誰か”をはじめ、“｢同性愛者」とは誰
か”・“｢女」とは誰か”・“｢部落民」とは誰か”
といった類似の問いにはじまる一連の研究が提
示した事柄は、以下のようにまとめることがで
きよう。
第一に、「ユダヤ人」・「同性愛者」・「女性

(ジェンダー)」・「部落民」等を論じる諸研究と
は、単なる地域研究・ライフスタイル研究では
ないということの再確認である。これらの研究
は、問題経験者とかれらの問題経験に対する関
心に発したものであり、対象者もまた、このよ
うな関心によってはじめて集団としてきりとら
れる人々である。
第二に、このような関心のもとでは、対象集

団を「実体」としてではなく「記号」としてし
か定義できないということの気づきである。
従来の差別論は、身体的特徴や出身地などに

よって、“問題を経験することが予定されてい
る人々”として対象者をきりとり、描き出して
きた。一部では、これらの事柄こそが人々に問
題を経験させるものであるとする因果論的説明

２-２加害行為相関主義的アプローチ
このような背景のもと、窓意的なカテゴリー

付与（差異の設定）に基づいて、日常生活遂行
上のネガティブな効果（これを〈不利益〉と呼ん
でおく）をもたらす他者行為として差別を捉え
るアプローチが、差別論においても運動の場に
おいても、次第に定着しつつあると言えよう
(鈴木[1974]･山田[1996]･野口[2000]など)｡
例えば、次のような定義である。

本人の選択や責任とはかかわりのないよう
な、個人の能力・業績ないし個人の具体的な
行動と無関係につくられた自然的・社会的区

-123 -

Ｉ



だがしかし、差別の訴えを際立たせる出来事
とは、第三者の目から見て帰責すべき主体が明
らかな加害行為をどこにも見出せないにもかか
わらず、ある人々が問題を経験するという他に
は見られない事態であり、訴えている問題経験
者の「問題を経験するに値する理由」が根底か
ら疑われるという事態である。既に幾度も指摘
されているように、差別問題の特徴はその存否
が争われるところにある（坂本[1986]･水津
[1992]など)。であるとすれば、問題経験者と
その他の人々との間にこのような認識上の亀裂
を生ぜしめるものこそ、「差別」という定義を
与えられるべき対象であり、かれらの周辺に堆
積する他のさまざまな問題（｢健康問題」・「貧困
問題」など）には還元できない固有の問題とし
て我々が捉えようとしてきた問題を人々に経験
させる当のものであるはずである。
すなわち、先の(1)～(3)を問題にする加害行

為相関主義的アプローチは、行為客体の苦痛や
怒りを第三者の直感に容易に訴える説得性を持
っているというまさにその点において、大きな
難点を抱えていると言わねばならない。換言す
れば、先のアプローチの問題性は、これを適用
できる場面とは差別が引きおこす問題群の一つ
の例ではあるかもしれないが、差別そのもので
あるとは言えないところにある。よってここか
ら、先に挙げた認識上の亀裂についての説明を
導くことができないのである。

分（カテゴリー）に属していることを理由に
されて、集団ないし個人が不利益を蒙るか人
権を侵されるか不愉快な思いをさせられる行
為、これを差別という。（鈴木[1974:４0])

これらのアプローチが、カテゴリー付与の契
機について、ある人々が差別の対象となること
を「宿命」とみなす考え方を排除する点で、反
差別の強い意思に貫かれたラディカルなもので
あることに疑いはない。だが、カテゴリー付与
における「窓意性」を強調する一連の研究も依
然、(１)<不利益〉の発生(2)<不利益＞と他者
行為との結びつき(3)当該行為と行為者の対象
認識との結びつきの三つを要件として、差別を
捉えるアプローチを採用している。本稿は、従
来の定義にも通じるこのようなアプローチを、
｢加害行為相関主義的アプローチ」として問題
にしたい。
まず、身体の侵襲や生活水準の低下そのもの

が問題の中心なのであれば、殊更に「差別」と
いう言葉を用いなくても、〈不利益〉のみによ
って問題化することが可能であるということを
確認しておこう（｢健康問題」として、あるいは
｢貧困問題」として)｡その上で重要なことは、あ
る事象に先のアプローチを適用できるときに
は、既に問題の大半が片づいてしまっていると
いうことの方である。そうではないか。ある人
のもとにく不利益〉が発生しており(ex.雇用さ
れない)、〈不利益＞の背後に特定の行為者が存
在し(ex.不採用を決めた担当者)、当該行為が行
為者の対象認識に由来する(ex.<障害者＞だか
ら落とした）ことが明白であるならば、かれの
経験する問題の問題性については比較的容易に
人々の共感を得るであろうし、（その正当性につ
いてはともかく）責任の所在を問うことも難し
くはない。

３婚外子差別とは何か

第２節では、差別の訴えに見られる特徴wこつ
いて、問題の存否自体が疑われる点にあると述
べた。これは具体的にはどういうことか。第３
節では、従来のアブローチの限界を示す事例と
して「婚外子差別」を取り上げ、差別を価値の
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次元において捉えるアプローチの有効性を確認
する。「婚外子差別」という社会問題の周辺で
問題経験を語る「当事者」は、言挙げすべき被
差別体験を「持たない｣。だが、価値の次元に
おいて差別を捉えるアプローチに基づけば、こ
のような人々も差別の被害者として記述するこ
とができる。

[2000］強調は引用者）

問題経験の語りに見られる特徴は、次の四つ
である《，
(1)社会的自己認識における否定感である
問題経験を語る当事者の問題とは、（固有名詞

で表されるような総体的個人としての自己認識にお
ける問題ではなく）「婚外子」・「私生児」などの
集団カテゴリーにまつわる社会的自己認識にお
ける否定感である。当事者は“婚外子であ
る”・“私生児である”という逃れがたい社会
的弱み(stigma)を感じる一方で、これらのカ
テゴリーに還元されない自分自身の価値を信じ
てもいる。
(2)家族の「実態」が問題ではない
問題経験を語る当事者は、当人が実際に非嫡

出子であるか否かをはじめとする、家族にまつ
わる実態に促されて登場するわけではない。非
嫡出子ではないにもかかわらず、問題経験を語
る人が存在する（非嫡出子であっても、問題経験
を語らない人も多く存在する)。当事者の家庭背景
や生育環境はいわゆる「欠損家庭」に限られず、
きわめて多様である。
(3)家族についての「情報の有無」は相関する
だが一方で、問題経験を語る当事者の登場は、

｢非嫡出子」という法的地位や父母の氏の違い
など、自身の家族にまつわる特定の情報をかれ
らが知っているか否かということとは相関して
いる。このような情報を有しているからといっ
て、人々が必ずしも問題を経験するとは限らな
い。だが、情報を有していない人々が問題を経
験することはない。
(4)被差別体験の「不在」
問題経験を語る当事者のうち少なからぬ人々

が、それと同時に“相続差別は関係ない”(9)。
"就職には困らなかった”・“何もされたことは

３-１被差別体験なき問題経験者
日本において「婚外子差別」という社会問題

が公共空間に登場したのは、1980年代である。
｢婚外子差別」に関する中心的な議論は、非嫡
出子(6)に生じる法制度上の〈不利益＞(7)を、
"結婚（法律婚）していない男女の間に生まれた

子どもとその親に対する差別である”として問
題にしてきた。「婚外子」という言葉は、一連
の議論の過程で「差別的な」「非嫡出子」(8)の
代用語として採用されたものである。訴えは、
裁判闘争や民法改正運動などの実践と、これら
を支持する家族研究によって次第に活発化して
きている。
一方、運動の盛りあがりにつれて、従来的な

婚外子問題の図式に当てはまらない「当事者」
の語りが、差別撤廃運動の場や書籍・ウェブサ
イト等に登場する。

私は婚外子です。（中略）私も今まで、こ
れといった差別は受けないで来ましたが、自
分のルーツをつい、負い目に思ってしまう自
分がいます。（幸[2000]強調は引用者）

非嫡出児です｡差別を受けたと感じたこと
はありません。就職も困りませんでした。専
門職を身につけましたからね。でも、心の中
で「自分には他人とちがう色の血が流れてい
るんだ」と、考えていました。（じょじょ

-125 -

ノ



用いてきた、財の分配における不均等や有形力
の行使などがもたらす日常生活遂行上のネガテ
ィブな効果それ自体は、差別においては派生的
な問題にすぎない。このメカニズムは、ある
人々が二分法的な集団カテゴリーを付与される
ことによって作動するものである（佐藤[1990:
82])(ll)｡

したがって、言挙げすべき被差別体験を「持
たない」「婚外子当事者」が訴える社会的自己
にまつわる否定感を、価値剥奪の受容に伴争)劣
等感として把握することができよう。上野千鶴
子の言葉を借りれば、「差別による『人間的尊
厳の侵害』を主張する以前に、当事者が自尊の
感情を持てないことが、差別が被差別者にもた
らす破壊的な効果のひとつである」（上野
[1996:2111)。かれらは、他者のまなざしを経
由した自分自身による「見下し（見下され)」の
経験に基づいて発言する人々であり、かれらの
名のる「婚外子」とは、「非嫡出子」の単なる
代用語ではなく、価値剥奪の対象者を表す記号
としてのく婚外子〉なのである。このことは
｢ある特定の集団が差別されるのではなく、差
別（排除）によって、社会的カテゴリー（集団）
が形成される」（佐藤[1990:79])という佐藤の
指摘とも一致している。
以上の議論を踏まえれば、「婚外子当事者」

によって語られる被差別体験の「不在」とは、
単に既存の問題枠組みに当てはまる体験を持た
ないだけであるという解釈が成り立つ。フィー
ルドに流通する差別問題の枠組みは、先に本稿
が「加害行為相関主義的アプローチ」と名づけ
たものと同じであり、かれらはこの枠組みによ
っては、かれらの問題経験を説明することがで
きないのである。既に２-１で述べたように、
加害行為相関主義的アプローチによれば(1)
<不利益〉の発生(2)〈不利益＞と他者行為との

ありません”などの言葉で、被差別体験の「不
在」を語っている。

３-２記号としてのく婚外子〉
さて、かれらの語る問題経験は、これまで差

別に直接起因する問題としてはまったく顧みら
れることなく、言うなれば、傷つきやすい人々
の「妄想」のストーリーとして、「婚外子差別」
という社会問題から排除されてきた('0)。非嫡
出子ではなく、他に語るべきエピソードを持た
ない人々においては、その当事者性についても
疑問が投げかけられてきた。なぜなら、３-１
で述べたように、かれらは言挙げすべき被差別
体験を「持たない」からである。だがしかし、
価値の次元において差別を捉えるアプローチに
基づけば、かれらの語りは差別を構成する中心
的問題として把握することができる。
佐藤裕の議論を参照しながら記述をすすめよ

う。佐藤は社会的比較理論の知見をとりいれ、
差別を「社会的評価軸」の維持メカニズムとし
て捉えた（佐藤[1989]･[1990])。すなわち差別
とは、「能力」や「生まれ」など、ある「序列
関係を前提にして、その最底辺にいる人が差別
の標識[ex.<女>･<部落>}によって孤立させ
られ、集中的に『見下される』という社会現象」
であり、同時に「社会の全ての人々を序列化す
るような評価軸を維持する特に強力で巧妙なメ
カニズムである」（佐藤[1990:80-81][]内補
足は引用者)。佐藤の議論から導き得る重要な事
柄は､我々が注目してきた問題経験の背後にあ
るのは、支配的な価値の基準(valuestandard)と、
これに基づいて人々から社会成員としての資格
を剥奪する装置だということである。すなわち、
被差別体験の生起には、必ずしも〈不利益＞の
発生を要しない。これまで実証的研究の多くが、
研究対象としての「被差別状態」を見出す際に
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４-１〈婚外子〉の生成プロセス
さて、「婚外子当事者」が価値剥奪の受容者

であるということは、かれらの語りを、単なる
｢エピソードの源泉」としてではなく、「差別を
遂行する者のまなざし」として取り扱えるとい
うことを意味している。そこで筆者はまず、か
れらの語りをそのレトリックに着目して分析
し、かれらがどのような「評価軸」に基づいて
自身から社会成員としての資格を剥奪している
のかを明らかにした（橋本[20011)。その内容
は“排他的な性愛で結ばれたカップルの子ども
として生まれたか否か”というものである。筆
者はこれを「評価軸？愛の結晶」と名づけた。
だが、価値剥奪の前提となる「評価軸」は、

結果として差別の対象となる人々に実際に備わ
っている性質とは無関係に存在する価値の基準
であり、問題を経験する人々とは、「評価軸」
の「最底辺」に位置する者であることを想定さ
れてしまう人々にすぎない（佐藤[1990:８５])。
そこで筆者は次に、かれらの主観的意味世界に
定位し、かれらがどのようにして自分自身を
〈婚外子〉に該当する者であるとみなすのかを
明らかにした（橋本[2001])｡その結果、かれ
らは父母子単位の共同生活の不在や父母の婚姻
関係を否定する情報を、自身が〈婚外子＞に該
当するか否かを判断するメルクマールに用いて
いることが分かった。さらに、このような自己
認識を持たない人々の語りと合わせると、二つ
のメルクマール間には「父母子単位の共同生活
の不在＞父母の婚姻関係を否定する情報」とい
う順に、メルクマールとしての優劣が存在する
ことも分かった。例えば事実婚カップルの子ど
もは、非嫡出子という法的カテゴリーを有して
いても、父母子単位の共同生活の実在に基づい
て、「評価軸・愛の結晶」の「底辺」者として
の〈婚外子〉とはみなされないということであ

結びつき(3)当該行為と行為者による対象認識
との結びつきの三つの条件をクリアしなけれ
ば、ある事象が差別問題として認識されること
はない。したがって、問題経験者の語りを多少
なりとも慎重に取り扱おうとするならば、我々
は「婚外子当事者」による“差別をされたこと
はない”という語りに、"(1)～(3)の条件をク
リアするような体験を言挙げできない”という
以上の意味を持たせることはできない。よって、
本稿の解くべき問いは次のように変換される．
"現に被差別を体験している「婚外子当事者」

の体験は、どのようにして加害行為相関主義的
アプローチからこぼれ落ちてしまうのか？”裏
返せば“加害行為相関主義的アプローチでは扱
えないような被差別体験とは、どのようにして
体験されるのか？”。

４差別とは何か

本稿は３-２で、我々がこれまで「差別」と
いう概念によって記述しようとしてきた問題経
験について、これを価値剥奪問題として考察し
得る可能性を示した。また「婚外子当事者」の
問題経験を価値剥奪問題として考察し得る可能
性を示した。よって第４節では、引き続き「婚
外子当事者」の問題を中心に取り上げながら、
差別問題一般について論じていく。ある「評価
軸」上の「底辺」者としての自己を発見した
人々は、「評価軸」・カテゴリー・実在する人々
にまたがる発話や、相互作用場面におけるさま
ざまな他者行動を、自身に対する加害行為の一
種として体験するようになる。このような体験
と「底辺」者としての自己認識は共に強め合う
フィードバック・ループを形成し、人々を「被
差別の鑑」に閉じこめてしまうのである。
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る諸情報間には当該「評価軸」に照らしてメル
クマールとしての優劣が存在するからである
(ex.部落差別における居住地く出自)。
したがって当該カテゴリーの付与は、「他

者一自己」問と「自己一自己」間においてしば
しばズレを生じることになる。相互作用場面に
おける当該カテゴリーの付与に関して、人々に
向けられるまなざしのズレを示したものが、次
の〈図表l>である。すなわち、ある特定のカ
テゴリーについて、これがある人に「付与され
る／されない」瞬間を捉えたものである。

る。

４-２被差別者とは誰か
先行する諸研究の多くは、可視的な諸情報

(居住地や身体的特徴）に基づいて、ある人が
"問題を経験することが予定されている”集団

カテゴリーに属すること(ex.<女〉であるこ
と．〈部落民〉であること）を与件として記述を
始める。だがしかし、「婚外子差別」をとおし
て明らかになったこととは、人々が“問題を経
験することが予定されている”集団カテゴリー
を自身や他者に付与する際には、次の三つの段
階を経ねばならないということであった。 ＜図表１＞

(1)ある言説空間にコミットしており
(2)自身や他者についての諸情報にアクセス

しており
(3)(2)の情報をある「評価軸」における欠落
の証拠として発見する

さて、(1)～(3)のプロセスを前提とするなら
ば、ある人が誰の目にも当該カテゴリーに属す
る者として映る状態とは、むしろ非常に珍しい
状態であると言わねばならない。なぜならまず
カテゴリーを付与する者の側において、付与す
る者が“当人か否か”・“年長者か若年者か”
等によって、当該カテゴリーに属する者のメル
クマールとして流通する諸情報(ex.出自に関す
る情報）へのアクセス容易度やアクセス時期．
諸情報と当該「評価軸」との結びつきに関する
知識(ex.○○地区出身者=<部落民>)の共有程
度には差が生じるからである。また情報の側に
おいても、当該カテゴリー(ex.<女>･<部落
民>）は支配的な価値の基準である「評価軸」
を背負っており、それゆえ人々に注がれるまな
ざしは窓意的であるにもかかわらず、用いられ

Ａは、他者と当人の双方によって当該カテゴ
リーを付与された状態である。ある事柄を差別
として論じる営みの多くはこの状態を想定して
いる。当該カテゴリーに属する者のメルクマー
ルとして流通する諸情報へのアクセスが容易な
差別や、当該カテゴリーと諸情報との結びつき
が強固に再生産されている差別においてこの状
態を生じやすい。
Ｂは、当人のみによって当該カテゴリーを付

与された状態である。当該カテゴリーに属する
者のメルクマールとして流通する諸情報へのア
クセスにおいて、当人が最も「有利」であるこ
とが多いため、差別はしばしばこの状態を生じ
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る。例えば、日常生活を遂行する際わずかな支
障をきたす程度に身体が不自由である人々につ
いて、当人はく障害者＞であると思っているが、
他者はまったく気づいていないなどのケースで
ある。あるいは、当人はある情報に基づいて当
該カテゴリーに属すると思っているが、他者は
同じ情報を知りながらもその意味を解していな
いなどの場合がある。例えば、父母の婚姻関係
を否定する情報の持ち主について、当人はく婚
外子〉であると思っているが、同じ情報を知る
他者はその意味を解していない学齢前の児童で
あるなどのケースである。
Ｃは、他者のみによって当該カテゴリーを付

与された状態である。年齢差などの条件により、
当該カテゴリーに属する者のメルクマールとし
て流通する諸情報へのアクセスや、情報に付与
された意味の解読において、他者の方が「有利」
であることもある。例えば、被差別部落に住む
児童について、当人は自身の居住地を「住所」
として把握していない、あるいは住所を「部落」
として認識していないが、他者は居住地に基づ
いてかれを〈部落民＞とみなしているなどのケ
ースがあろう。また、当人はメルクマールとし

ての優先順位が高い情報に基づいて自身の「底
辺」者性（当該カテゴリー適格）を否定している
が、他者は優先順位が低い情報に基づいて、当
人に当該カテゴリーを付与している場合があ
る。例えば、成人したのち被差別部落に移住し
た人について、当人は生物学的血縁関係の不在
に基づいて〈部落民〉ではないと思っているが、
他者は居住地に基づいて〈部落民〉とみなして
いるなどのケースである。
Ｄは、他者によっても当人によっても当該カ

テゴリーを付与されていない状態である。当人
が「疑わしい」諸情報をまったく持っていない
場合は勿論のこと、当該カテゴリーに属する者

のメルクマールとして流通する諸情報へのアク
セスが困難な差別や、当該カテゴリーと諸情報
との結びつきがゆるやかに再生産されている差
別においてこの状態を生じやすい。
ここで問題にしている集団カテゴリーとは、

｢評価軸」に基づいて人々を二分するカテゴリ
ーであり、ゆえにこの表において「どちらでも

ない」場合があり得ないことも重要である．
<部落民＞でなければかれはく普通の人〉であ
り、〈同性愛者〉でなければかれはく普通の人〉
である。未だある集団カテゴリーを付与されて
いなければ、その人は当該「評価軸」において
｢問題のない人」であることが想定されるので
ある。

４-３体験の差異
加害行為相関主義的アプローチによれば、差

別の対象になる人々とは、その理由がなんであ
れ、他者によって当該カテゴリーを付与された
人々であった。よって、先のく図表１〉におい
ては、ＡとＣの人々が差別の被害者であること
になる。だがしかし、被差別「体験」とはあく
までも､ある人の主観的世界に生起するもので
ある。そこで、相互作用場面における当該カテ
ゴリーの付与に関して、人々に向けられるまな
ざしのズレについての当人の予期を示したもの
が、次の〈図表２〉である。すなわち、ある特
定のカテゴリーについて、これがある人に「付
与される／されない」瞬間を、当人の視点から
捉えたものである。

〈図表２〉は先の〈図表l>と異なり、目の
前の他者が、実際に当人に当該カテゴリーを付
与しているか否かを表したものではない。なぜ
なら、「本当のこと」は分かるはずのないこと
であり、また、その後の当人がいかなる経験を
するかという観点からは、どうでもよいことだ
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＜図表２＞ 場面の意味づけに大きな差異を生じさせる。他
者行動がく不利益＞をもたらす場合について比
較してみることにしよう。

(1)まず、自身に当該カテゴリーを付与して
おらず、それゆえ〈他者〉を持たない人々
(<図表１〉のC･Dの人々）について考えてみよ
う。他者のある行動がく不利益〉をもたらした
場合、当人は、自身に発生する〈不利益〉につ
いて「憤る」かもしれない｡だが、自身に当該
カテゴリーを付与していない人々は、他者の行
動がもたらす〈不利益〉によって、自身の社会
成員としての資格について疑いを持つことはな
い。他者行動の背後に当該カテゴリーの付与が
あることを知らされたとしても、かれらにとっ
ては「なにかの間違い」であり「事実無根の奇
行」にすぎない。
(2)次に、自身に当該カテゴリーを付与して

いる人々の内、B'の場合（自己あり×〈他者＞
なし）について考えてみよう。(1)の人々と同
様に、他者のある行動がく不利益＞をもたらし
た場合、当人は、自身に発生する〈不利益〉に
ついて「憤る」かもしれない。だが、自身に当
該カテゴ'ノーを付与している人々も、自身が
"当該カテゴリーに属する者であること”を知

らない（と想定される）他者の行動がもたらす
〈不利益〉によっては、自身の社会成員として
の資格について疑いを持つことはない(ex.自身
が〈在日〉であることを決して知り得ないはずの相
手による有形力の行使は、「暴力」と解されることは
あっても「差別」と解されることはない)｡
(3)最後に、自身に当該カテゴリーを付与し

ている人々の内、A'の場合（自己あり×〈他者＞
あり）について考えてみよう。他者のある行動
がく不利益〉をもたらした場合、当人は、しば
しば「憤り」の基盤となるはずの社会的自己そ
のものにおいて破壊されてしまう。当人はこう

からである。したがって、この表に示したく他
者＞とは、当人の思念に現われる他者であり、
セル内の「同定／非同定」とは、当該カテゴリ
ーの付与に関して他者が当人について持つ予期

の予期である。
A'は、自身に当該カテゴリーを付与した人

が、目の前の他者も自身に当該カテゴリーを付
与しているだろうと思っている場合である。B'
は、自身に当該カテゴリーを付与した人が、目
の前の他者は自身に当該カテゴリーを付与して
いないだろうと思っている場合である。重要な
ことは二つある。まず、〈図表１〉で示したよ
うなズレが生じる可能性を人々が知っていると
いうこと。そして、自身に当該カテゴリーを付
与していない人々が、このようなく他者〉をそ
の思念の内に持たないのに対し(ex."自分は
く部落民＞ではない”と思っている人は、目の前の他
者について、“かれは自分を<部落民＞であると思っ
ているだろうか、あるいは…”などと、あらかじめ
想像したりはしない)、自身に当該カテゴリーを
付与した人々は、先のズレを前提にした予期に
基づいて相互作用を行なうということである。
したがって、自身に当該カテゴリーを付与して
いるか否かの違いは、当人が参加する相互作用
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当該カテゴリーを付与しているか否かの違い
は、被差別体験を体験する可能性を持っている
か否かの違いとイコールであると言えよう。体
験の差異をもたらすのは「他者一自己」関係に
おけるカテゴリー付与ではなく「自己一自己」
関係におけるカテゴリー付与であり、差別の被
害者とはく図表1>A･Cの人々ではな<<図
表1>A･Bの人々なのである。かれらは、あ
る「評価軸」上の「底辺」者としての自己認識
を抱く人々である。

思うかもしれない。“自分がこのようなく不利
益〉を被るのはく○○〉（ある集団カテゴリー）
だからだろうか”と。当人にとって、自身が
"当該カテゴリーに属する者であること”を知

っている（と想定される）他者による〈不利益〉
をもたらす行動は、あたかも自身の「底辺」
者性(ex.<女＞適格)を追認する価値剥奪行為
であるかのように認識され得るのである。
まとめよう《，４-３では、(1)自身に当該カ

テゴリーを付与しておらず、それゆえ〈他者〉
を持たない場合、(2)自身に当該カテゴリーを
付与した人が、目の前の他者は自身に当該カテ
ゴリーを付与していないだろうと思っている場
合（<図表2>B')、(3)目の前の他者も自身に
当該カテゴリーを付与しているだろうと思って
いる場合（<図表2>A')の三つについて、相
互作用場面における体験の差異を比較した。
(1)･(2)ではく不利益〉をもたらす他者行動は
そのまま〈不利益〉をもたらす行為としてのみ
体験され、(3)では価値剥奪行為としても体験
される。場面単位で考えるならば、その体験に
おいて(l)･(2)は同質であり、(3)だけが異質
である。だがしかし、（２）．（3)は共に自身に当
該カテゴリーを付与している人々の体験であ
り、B'の場合に価値剥奪行為を体験しなかっ
た人も、A'の場合には価値剥奪行為を体験す
る可能性を持っている。したがって重要なのは、
自身に当該カテゴリーを付与した人々につい
て、かれらが各場面で〈図表1>A･Bのいず
れを予期していても（<図表2>A'･B'のいずれ
であっても)､そこには自分の置かれている状況
がく図表l>A･Bのいずれかであるという予
期のもとに行為解釈を行なっている人が存在し
ており、それ自体は独立した諸場面が、ひとつ
の社会的な自己認識をめく、って組織化されてい
るということである(12)。その意味で、自身に

４-４被差別のリアリテイ
ここで、冒頭で提示した被差別体験のイメー

ジと照らし合わせてみることにしよう。本稿が
挙げたのは、（１）“誰も．何もした覚えがない
(危害を加えた覚えがない)”という条件下におけ
る(2)世界を二分する集団間の関係としての(3)
｢被抑圧／抑圧」状況の体験である｡
(1)問題となる他者行動の多くは、加害者

(と事後的に規定される人々）にとって、“危害を
加えよう”という積極的な意図の不在を除いて
も、さらに二つの意味において加害行為ではな
い。まずそれは①必ずしも〈不利益＞をもたら
すものではないということ、そして次にそれは
②行為でさえないということである。にもかか
わらずそれらは、「底辺」者としての自己認識
を抱く人々の前に、加害行為の一種として現わ
れるのである。
①本稿も４-３においては、「底辺」者とし

ての自己認識を抱かない人々との比較のために
あえて、相対的に認識されやすいと思われる
"<不利益＞をもたらす他者行動”という設定を

行なった。だが我々が問題にしてきた被差別体
験とは、自身が他の人々と異なる者であること
(社会成員としての資格を欠いていること）を、あ
る他者行動をとおして確認させられることに起
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因する問題経験である。したがって問題となる
のは、通常（社会成員としての資格を有している
人々に対するとき）とは「異なる」処遇の認識で
あり、これは他者行動がもたらす日常生活遂行
上の効果の内容（ネガティブorポジティブ）とは
さしあたり独立に経験される。〈不利益〉をも
たらす他者行動もまた、〈不利益〉としてつま
りその日常生活を遂行する上でのネガティブな
効果によってではなく、言語として人々を傷つ
けるのである。これについては、嫡出子・非嫡
出子間の相続分格差についての、「婚外子当事
者」による次のような語りを例に挙げておこう。
｢国から一人の人間ではないと宣言されたよう
な相続差別を聞いた時の悲しさ、屈辱感、怒り
は決して忘れられません」（住民票続柄裁判交流
会[1993:124]強調は引用者)。
②相互作用場面において問題となるのが「異

なる」処遇の認識であることから容易に想像さ
れるのは、問題経験者にとっては加害行為であ
るものが同時に、加害者（と事後的に規定される
人々）にとっては行為でさえないという事態で
ある。“つがれなかったお茶”（と問題経験者に
よって事後的に記述される出来事）は、加害者（と
事後的に規定される人々）にしてみれば、意識の
上にものぼらないような「出来事以前の」出来
事であるかもしれない（問題経験者の指摘を受け
て、「つぎ忘れた」という記述が回顧的に与えられる
としても)。だがしかし北田暁大も述べるように
｢行為解釈（記述）は、自明な世界の状態から
《行為の「結果」である出来事》を殊更に採り
あげることから始まる」（北田[1998:153])の
である。すなわち、あるふるまいを誰かの行為
として解釈する際、行為の単位性は、あるふる
まいの結果である解釈者の体験から遡及的に画
定されていくのである（北田[1998:153])。価
値剥奪が体験されたからこそ、そこにある出来

事ひいては加害行為が見出されていくのであ
り、その逆ではない。価値剥奪体験の結果とし
て見出された“つがれなかったお茶”という出
来事は、単なる「つぎ忘れ」によるものではな
く「順番とばし＝価値剥奪（行為)」によるも
のになる。同様に、“床上に横たわる名刺”と
いう出来事は、単なる「とり落とし」によるも
のではなく「破棄＝価値剥奪（行為)」による
ものとなるのである。したがって注意すべきは、
問題経験者の抱く「底辺」者としての自己認識
の有無が、他者の行動(behavior)が行為(act3on)
であるか否かそれ自体を規定する要因の一つと
して、既に織りこまれているということであ
る。
「『何が抽出されるべき出来事であるのか」

『行為にいかなる意味を与えうるのか」という
二つの水準において、われわれはコンテクスト
に言及することにより、［無限に続く可能性を
孕む、行為の］帰責過程の連鎖をどこかで中断
している」（北田[1998:158][]内補足は弓用
者）のであり、問題経験者に「底辺」者として
の自己を発見せしめた、「評価軸」・集団カテゴ
リー・実在する人々にまたがる数々の発話から
なる言説空間は、このようにコンテクストを規
定しているのである。加藤秀一は次のように述
べる。「人は自分の行為の意味を独りで決める
ことはできない。したがって厳密には、人は独
りで差別をすることはできないし、反対に人は
独りでは差別をしないこともできない」（加藤
[1998:179])｡
（２）「底辺」者としての自己認識を抱く人々

は、同時に次のことをも知っている。そｵしは、
｢底辺」者としての自己を発見する際にメルク
マールとして用いた情報について、“もしも当
該情報の持ち主で.なければ、自分がこのような
体験をすることはなかったであろう”というこ
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とである。A.Memmiは次のように述べる。
｢[肌を黒く塗って黒人の日常を体験したとして
も白人は］自分を完全に黒人の立場、家族を焼
却炉でなくしたユダヤ人の立場に置くことは絶
対にできない」(Memmi[1982→1994=1996:155][]
内補足は引用者)。かれらは、当該情報の持ち主
ではない（とみなした）他者をまったく異なる
世界を体験する「あちら側の」人々として分類
し、当該情報の持ち主である（とみなした）他
者を自身と同じ世界を体験する「こちら側の」
人々として分類する。さらに、佐藤によれば当
該情報に基づいてかれらが自身に付与したカテ
ゴリーとは、そもそもその区分において「差別
者と共犯者が同一カテゴリ-に、被差別者のみ
が異なるカテゴリーに属するように窓意的に設
定されている」（佐藤［1990：８２])。そのため、
直接には加害者として現われるわけではないそ
の他大勢の人々と当該情報の持ち主との関係
も、「(二分法的な）「見下し』の関係として『想
定されて」しまうのである」（佐藤[1990:８２])。
かくして世界は、敵対する二つの集団から成り
立つものとして構成されることになろう。
(3)まず、問題経験者の自己認識とこれをと

りまく場面の連関を簡略に示しておこう（<図
表３>)。
起点となるのは、ある言説空間における、社

会成員としての資格を欠落した自己の発見であ
る（<図表３＞①)。江原由美子の言葉を借りれ
ば、「広く流布している諸言説は、その言説に
接する人々を、異なる諸権利と諸義務の体系の
もとにおくことになる。言説によって暗黙に与
えられる異なる権利と義務の束を『言説内の立
場』というとすれば、人は言説に『呼び掛けら
れ』それに応答することによって自らに特定の
『アイデンティティ』をわりふり、そしてその
ことによって、自らを『言説内の立場』に閉じ

＜図表３＞

α・カテゴリーセットを構成する言説

① ２ 間 土 &

④否定［３問選

β・相互作用場面における他者行動

込めるのである」（江原[2001:341)｡
いったん発見されたこのような自己は、「評

価軸」・集団カテゴリー・実在する人々にまた
がる数々の発話（<図表３＞α）を、自身の「底
辺」者性を追認する価値剥奪行為として体験す
ることになろう（<図表３＞②)。自己の発見を
うながす発話と価値剥奪行為として体験される
発話とは同一のものであり、したがって両者は
同時的・反復的に起こるものである。竹村和子
は次のように述べている。「抑圧は人生の早い
時期に、一回だけの言語への参入として起こっ
ているのではありません。言語の使用をとおし
て-それはとりもなおさず日々の自己認識な
のですが一一繰り返し、繰り返し、続いている
のです」（斎藤・竹村[2001:11-12])。だが、先
の発話は、その前に既に存在する総体的個人と
しての自己（それはあくまでも遡及的に見出される
ものにすぎないが）に差し向けられた価値剥奪行
為として体験されるのである(Fanonll952=
1970]･安積[1993]など)。さらにこのような自
己は、相互作用場面におけるさまざまな他者行
動をも、価値剥奪行為として体験することにな
ろう（<図表３＞③)。
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重要なことは、「底辺」者としての自己認識
とα・βの両場面が、二重に強め合うフィード
バック・ループを形成するということである。
「底辺」者としての自己認識を抱く人々は、
α・βの両場面をそれぞれ価値剥奪行為として
体験するが（<図表３＞②．③)､この体験は同時

● ● ● ● p ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

に、先の自己認識が確かなものであったことを
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ■

裏づける証拠として作用する（<図表３〉①．④)。
このような経験的「裏づけ」を得て、先の自己
認識を強めた人々の主観的世界においては、第
三者の目から見れば「とるにたらない．些細な」
出来事も、「明らかに偶然」と思われる出来事
も、「出来事以前の」出来事も、次第しだいに
価値剥奪行為として生起するようになるであろ
う（<図表３＞②。③)。さらに、この二つのルー
プが自己認識をめく．る一つのループに統合され
るにいたって（<図表３＞全体)、ここに、一貫
性を備えた状況としての「被抑圧／抑圧｣の構
図が立ち現われてくることになる。問題となる
α・βの両場面とここに登場する人々は、第三
者の目から見れば相互に関連を持たない単独の
場面であり、互いに無関係な人々でしかない。
だがしかし、「底辺」者としての自己を発見し
た人々にとっては、自身の．｢底辺」者性を裏づ
ける一続きのシナリオとして、蔑みに満ちた集
団として、体験されるのである。石川准は次の
ように述べる。「ときおり強烈な差別がどこか
で実行されるだけで、それ自体としては排除と
見えないほど些細な多くの出来事までが、マク
ロな統制システムの一環という微分的な含意を
得て排除的効力を増幅させる。個々の出来事は
互いに共鳴し触発しあって巨大な効果を出力す
る。したがって、当事者の視点からは、その場
限りの特殊な事件としては終息せず、途方もな
く大きな差別構造の具現もしくは証拠と否応な
く見えてしまうところに、被差別体験の本質的

な特性がある」（石川[1992:106])。

５おわりに
-問題構築者の差別論へむけて一

現在の差別定義において圧倒的に優勢なの
は、“差別がある”・“～のとき差別がある”と
いう記述ではなく、“差別とは～（行為）であ
る”・“～（行為）は差別である”という記述で
ある。このような記述のスタイルは、差別を一
貫性を備えた「状況」としてしか把握し得ない
問題経験者のリアリテイと、一回性の「事件」
としてしか把握し得ないその他の人々のリアリ
テイとの必然的な分裂とその非対称な関係性
を、そのまま反映しているのではないだろう
か。
被差別体験とは、ある特定の自己認識を抱く

人々の主観的世界においてのみ生起するもので
ある。したがって差別を他者行為の一類型とし
て定義することは不可能である。大村英昭は次
のように述べる。「ある鋭敏なひとにとっては
差別である行為も、他の鈍感なひとはそれを感
じないで済むであろう。極端な場合、可視的な
仕方では何も行為しない、まさにそのことが
『差別行動ｊになり得るのである｣。そのような
意味において、「刑法にふれない、従って検挙
できないということが、『差別行動』とかl"ス
ケープゴーティング」と呼ばれる行為の本質的
構成要件なのである」（大村[1980:1４1)<，
行為者の意図した効果と実際にもたらした効

果の偏差こそが被差別体験の特徴であることを
考えれば、本稿と先に「加害行為相関主義戯1ア
プローチ」として一括した差別・排除研究との
スタンスの違いもおのずと明らかになるであろ
う。問題経験者の視野に現われる「差別者」
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(ある集団カテゴリーの補集合としてのＩ抑圧者｣）
と、諸研究の視野に現われる「差別者」（<図表
l>のＡとＣに登場し、〈不利益〉をもたらす者）と
は、実のところまったくの別人である(13)。「被

● ● ● ● ● ● ● ● ､ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

差別者」が記号なら「差別者」もまた記号にす
● ｡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ぎない。その意味で「差別者の体験」など、こ
の世のどこにも存在しない(14)。加害行為相関
主義的アプローチが描いてきた「差別者」の体
験とは要するに、発生したく不利益〉について
の責任を（首尾よく／運悪く）帰せられた「排除
者」の体験なのである(１５)。さらに言えば､「排
除者｣は問題経験者の視野に現われる「加害者」
(｢差別者」の代理人としての）とも一致しない。
あらゆる人々が「加害者」となる可能性を持っ
ていることは、既に見てきたとおりである。そ
して多くの場合、「差別者」・「加害者」を名指
すことのできないまま、後にはただ“｢妄想」
に懸かれた”人々だけが残されることになろ
う('6)。
以上の事柄を踏まえるならば、差別論が差別

を発見するための回路は、被差別体験が生起す
る条件において、すなわちある特定の自己認識
が人々に抱かれるその条件において、見出され
るべきであろう。筆者が考える「価値剥奪装置
としての差別」というイメージは、次のように
あらわすことができる('7)。

であり、江原はこれを前者と区別するために
「標識」（江原［1985：７５]）と呼んでいる。だが、
可視的な差異を差異たらしめている価値基準の
中身を、こ:こでは問わない。それはさしあたり、
特定の被差別体験が生起する基準とは独立に考
え得ると思われるからである('8)。佐藤の用語
法に倣い用いてきた「評価軸」・「底辺」者は、
より一般的な「価値基準」と「絶対的な劣位性」
に置き換えた。また、両者の結びつきを自明視
させているカテゴリーはひとつではなく、カテ
ゴリーそのものに「差別性｣:が宿っているわけ
ではないことも重要である。用いられるカテゴ
リーは同一であっても、時代的･地域的な隔た
りによって､動員される価値基準は異なるであ
ろう。その意味で「価値剥奪装置」とは、ある
カテゴリーが発せられただけで、それが「差別
発言」として人々の耳に響く条件そのものを指
しているとも言える。最後に、被差別体験が上
記の知識を「共有する成員の内に生起する」と
いうことは、次の二つのことを含意している。
第一に、可視的な差異によって識別される人々
に常に体験されるわけではなく、またその周辺
の人々にも体験され得るということ。これは例
えば、「非嫡出子」という差異によって識別さ
れる人々のなかにも、〈婚外子〉という自己認
識を抱かず被差別体験を体験しない人が存在す
ることや、「非嫡出子」ではないにもかかわら
ず、〈婚外子〉という自己認識を抱き被差別体
験を体験する人が存在するという既述の事例に
よって説明されよう。第二に、同一の場面に身
をおいていても、知識を共有していない人々に
は生じないということである。これは例えば、
｢部落出身者」という差異によって識別され排
除された場合でも、上記の知識を共有していな
い児童が、必ずしもそれを被差別体験として体
験するわけではないなどの既述の事例によって

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

当該社会における可視的な差異によって識
別される人々について、かれらのある社会的
価値基準上の絶対的な劣位性が、ひとつある
いは複数の集団カテゴリーを介して、自明な
知識として人々に共有されているとき、（共
有する成員の内に）被差別体験が生起する。

可視的な差異とは、人々の多様な実在的差異
の内、ある価値基準に基づいて見出された差異
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思が存在しなくとも、行為の社会的条件の中に
『支配』を結果的に産出してしまうような条件があ
るというイメージ、しかもその条件が『性支配』
にとって外在的な条件ではなく、『性支配』そのも
のによって産出される条件であるというイメージ」
である（江原[1995:16])。

(4)参与観察は主に次の場所で行なった。①公的書
類の続柄記載をめぐる裁判を支える「住民票続柄
裁判交流会」と改称後の「なくそう１戸籍と蟠外
子差別・交流会」(1994年～継続中)、②民法改正
に向けて、夫婦別姓と共に嫡出子・非嫡出子間の
相続分格差を問題化する運動（継続中)、③アイ|‘デ
ンテイテイの問題を中心に「子ども」の立場から
この問題を考えはじめている人々のゆるやかなネ
ットワーク(2000年～継続中)｡

(5)８名の「婚外子」に筆者が行なったライフヒスト
リー・インタビュー(2000年５月～12月)。

(6)婚姻していない女性の子どもとして届け出られ
た人々に付与される法的カテゴリー。

(7)非嫡出子は、親の遺産相続に際し嫡出子の二二分
の一と定められている。また戸籍続柄欄の記載に
ついても嫡出子と異なる表記がなされる。これら

嫡出子・非嫡出子間格差は差別であるとして数々
の裁判で争われてきた。

(8)「嫡出」という語には「正統な」という意味合
いがあるためである。

(9)(2)で述べたように、「婚外子当事者」は必ずし
も非嫡出子であるとは限らない。また、嫡出子の
きょうだいを持たなければ、相続分格差は発生し
ない。

(10)当事者の自己否定感の訴えについて、参与観察
中に聞かれた言葉には次のようなものがあった。
“婚外子の自分語りには辞易している”・“あなた

はいったい何をされたというのか”・“なぜも･っと
明るく生きられな.いのか"。もっとも、ここで問題
にしているのはあくまでもトピックからの排除で

説明されよう。
本稿は、告発相関主義的アプローチ('9)をと

らない。まず、人々の訴えをひたすらに信じて
記述する完全なる告発相関主義は、問題経験者
に必ずや付き纏うであろう「妄想」の嫌疑を永
遠に晴らし得ないという点で、とうに「差別」
論ではない（それは単に構築主義的社会問題論であ
る）（20)。だが、ある基準に基づいて訴えを拾
い上げる類のアプローチもまた、我々の視界に
飛び込んでくる数々の訴えそのものが、差別を
論じる営みの「こだま」の域を出るものではな
いという事実に甘んじることによって、ようや
く成り立つ「差別問題」論にすぎない。草柳千
早も指摘するように､ある問題経験を特定の社
会問題として人々に認識せしめるのは、問題経
験の内容ではなく、流通する問題の枠組みであ
る。たとえあるところで問題が経験されていて
も、既存の問題枠組みに合致しなければ、それ
はただの問題経験として留め置かれ、やがて無
化されることになろう（草柳［1994］・［1996])。
したがって、問題経験の語りを未だ語られざる
ところに聞くための新たな枠組みの模索が、ぜ
ひとも必要なのである。実証研究に応用するに
は荒削りな議論ではあるが(２１)、そのような試
みの第一歩として本稿を位置づけたい。

註
(1)「何かおかしい」という感覚や、現状についての
ネガティブな感情（草柳［1996：３２])。

(2)坂本は同様の問題意識から出発し、「およそ差別
というものに共通の原因などない」（坂本[1986:
３４]）という結論に至っている。

(3)「装置」という語は、直接には江原の「装置と
しての性支配」に倣った。その含意は、「個人の内
面に支配一被支配というパーソナリティ傾向や意
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あり、（現象としては一部重なるものの）運動組織
からの排除ではない。

(11)佐藤は同論文中で、「見下し」をＩ評価軸」の運
用によって不利益をもたらす行為として置いてい
る（佐藤[1990:80])。ここだけを取り上げれば、
佐藤の議論も加害行為相関主義的アプローチに限
りなく近づくことになろう。だが、踏まえられた
議論や他の箇所の議論との整合性を考えれば、佐
藤の「見下し」も、日常的な用語法としての「見
下し」つまり認識上の価値降下として解するのが
適切であろう。

(12)このことは、“自分が置かれている状況がく図表
1>A･Bのいずれか分からない”場合(<図表2>
には登場しないが）について考えてみれば、より
分かりやすい。未だ判断を下していないからとい
って、判断を下そうとしている人がいることには
かわりがない。

(13）「差別＝排除」の視点に立てば、排除行為を行
なう人と行なわない人とでは、その「罪」におい
てまったく異なるため、排除行為を行なった覚え
のない多くの人々は、自身を「非・差別者」とし
て位置づけるであろう。しかし「被差別＝価値剥
奪」という視点に立てば、かれらもまた排除行為
を頻発する人々と同じように「差別者」として現
われ、ある人々を脅かしている可能性がある。〈婚
外子＞でない人々はく婚外子＞にとってそれだけ
で「差別者」であり、〈女＞でない人々は〈女〉に
とってそれだけで「差別者」である。かれらが排
除行為に手を染めておらず、〈婚外子〉・〈女〉で
ある現実の他者をいかに愛していたとしても、そ
れは「事実」である。このような体験についてし
ばしば聞かれるのが“一種の「妄想」ではない
か？”というものである。そのとおりである。だ
がしかし、それらはあくまでも社会・文化的に水
路づけられた「妄想」であり、その意味で他のあ
らゆるコミュニケーションと同程度の「妄想」な

のである。この水路を「差別」と呼ばずにいった
い何を「差別」と呼べばよいのか、私には分から

ない。
(14)むろんこのように述べたからと言って、加害行

為相関主義的アプローチが描いてきた「差別者」
（｢排除者｣）を「免罪」する意図はまったくない。
排除行為は排除行為として、ぜひとも問題にされ
るべきである。

(15)このようなアプローチが同時に差別の「窓意性」
を強調する場合、そのラディカルさは皮肉にも、

差別論を「差別」論たらしめているところの、問
題経験者とその他の人々との間に横たわる決定的
な非対称性（所謂「権力関係｣）の存在を根こそぎ

否定してしまうことになる。例えば次のような立
論である。「部落民とみなして、排除する行為、侮
辱する行為は、相手が誰であろうとも、その差別
性にはいささかの違いもないとみたほうがよい。
（中略）確かに、心理的な打撃、傷の深さには、違
いがあるかもしれない。しかし、それは部落出身

であるかないかという違いよりは、置かれた状況
の違いや、考え方や受けとめ方の個人差のほうが
大きいだろう」（野口[2000:21])。

(16)都市化やプライバシー尊重の傾向など、〈被差別
者＞のメルクマールが人目につきにくくなる条件
が増えるにつれ、当然にも加害行為相関主義的ア
プローチで告発可能な「排除者」の数は減ること
になる。このような状況下で、問題を経験しなが
らも言挙げすべき被差別体験を「持たない」人々
については、社会問題化することがより一層難し
くなっており、ここに新たな問題を生じていると
も言える。「婚外子差別」のフィールドで見られる
のは、訴えを他の人々と共有できないことによる
「問題経験の重層化」という事態である。

(17)これは佐藤の言う「集合意識としての差別」（佐
藤[1996])にあたるものである。

(18)江原は、権利の制限を正当化する差異の設定と
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であっても、基準に合致してさえいればよいわけ
であり、むしろ告発者（問題経験者に限られない）
の主観的経験を排したところに、これらの定義の
特徴がある。

だが水津は伺時に、「排除」（差別）現象につい
て、三つの次元（③（②(①「一市民｣）「専門家｣）
「構築主義者｣）における関わり方の可能性を示し
ている（水津[1992:113-114])。水津の整理に即
して言えば、従来の差別論を①「--市民」のまな
ざし、坂本．水津の定義を③「構築主義者」（本稿
では「告発相関主義｣）のまなざしと位置づけるこ
とができよう。本稿の目的は､この二つのまなざ
しの挟間に、②「専門家」（本稿では「社会学によ
る問題構築者｣）のまなざしを設定することにあ
る。

(20)また、田渕は「家族という語の使用のみが家族
に関わる当事者の『意味ある世界』の重要な局面
であるという保証はどこにもない」（田渕［1996：
３３]）と指摘しているが、同じことが「差別」につ
いても当てはまるであろう。

(21)特に「知識の共有」についての操作的な定義を
どうするかという問題がある。この問題につ!‘〕て
は、樽本が方向付けを行なっている（樽本
[1994])。

して「子ども」の例を挙げているが（江原[1985:
64-65])、「子ども」を「子ども」として見出すま
なざしが、「子ども」とされる人々に直接、被差別
体験を体験させるとは言えない。「婚外子問題」の
例を挙げれば、「婚内子／婚外子」という差異を生
み出す価値基準として、これまで「(婚姻）家族主
義」が問題にされてきた。だが、「(婚姻）家族主
義」はむしろ性差別と密接に関わっている。従来
の反婚外子差別の運動が、女性解放運動の一環と
して行なわれてきたのは、それゆえであろう。こ
の問題については別稿を期したい。

(19)人々の訴えを契機として差別を発見していくア
プローチ。現実には殆どの研究について当てはま
るが、その基準を明示したものとしては､坂本や
水津の定義がある。坂本は「差別とは、成員のカ
テゴリー間の同一性に関わる正当性の基準に基づ
いて告発された事象である」と定義し（坂本

[1986:３１])、水津はこれを引き継ぎ・再定義した
（水津［1992])。これらは「差別される側の視点を
重視する」差別論と言われることもあるが（佐藤
［1994］・山田［2000］など)、必ずしもそうでは
ない。なぜなら両者の定義は、①人々の問題経験
も②人々による問題定義も問題にしていないから
である。極端なことを言えば、告発が完全な悪戯

文献
安積遊歩1993『癒しのセクシー安積遊歩1993リ癒しのセクシー・トリップ-わたしは車イスの私が好き！」，太郎次郎社。
江原由美子1985「『差別ｊの論理とその批判一『差異』は「差別』の根拠ではない」『女性解放という思想」

61-97,勁草書房。
１９９５『装置としての性支配』，勁草書房。
2001『ジエンダー秩序』，勁草書房。

江嶋修作１９９３「差別」森岡清美・塩原勉・本間康平編『新社会学辞典』:512,有斐閣。
Fanon,Frantzl952Pea"Ⅳ｡"e,""9""剛α"cs,=1970,海老坂武・加藤晴久訳，『黒い皮膚。白い仮面』，みすず

書房。
橋本真琴2001「『婚外子問題」の再構成-<婚外子〉の自己差別の語りをとおして」お茶の水女子大学大学院

-138 -



人間文化研究科修士論文。
石川准１９９２『アイデンティティ・ケームー存在証明の社会学j,新評論。
じよじよ２０００｢私は…」(http://webmarket2000.nu/tree/treebbs.cgi?user=l517&mode=all_read&nO=20&page=0

2000.ll.6.参照）
住民票続柄裁判交流会編1993『住民票続柄裁判5周年記録集一なくそう婚外子差別認めさせよう多様な生き

方!j:122-128,住民票続柄裁判交流会◎
加藤秀-1998『性現象論一差異とセクシユアリテイーの社会学』，勁草書房。
北田暁大1998「動機・責任・道徳-Schutz動機論からLuhmann道徳理論への展開」『社会学評論』49(4):

149-164｡
草柳千早1994「『問題』経験とクレイムー構築主義の社会問題研究によせて」『年報社会学論集』7:167-

178。
１９９６「『クレイム申し立て』の社会学再考一『問題経験』の社会学に向けて」『現代社会理論研究』

６：29-42.
Memmi,Albeltl982→1994Lemc""ze.=1996菊池昌実・白井成雄訳，『人種差別j,法政大学出版局。
野口道彦2000『部落問題のパラダイム転換』，明石書店。
大村英昭１９８０『非行の社会学』，世界思想社。
幸２０００「初めまして｡」(http:"web…/treebbs・cgi?user=1517&no=32&1℃no=no&oya=32&mode=msg_view&page=

2000.ll.6参照)。
斎藤純一．竹村和子２００１「親密圏と公共圏の〈あいだ〉--孤独と正義をめぐって」『思想』925：7-26・
坂本佳鶴惠１９８６「社会現象としての差別一理論化のための一考察」『ソシオロゴス』１０:24-37・
佐藤裕１９８９「『見下し』の理論と差別意識」「年報人間科学ｊ10:111-128。

１９９０「三者関係としての差別」『解放社会学研究』４：77-87.
1994「『差別する側』の視点からの差別論」『ソシオロゴス』１８:９４-１０５．
１９９６「『差別表現』を考える--差別一被差別関係の『ねじれ』と他者化」栗原彬編『講座差別の社

会学Ｉ差別の社会理論』：113-135,弘文堂。
水津嘉克１９９２「社会学的分析対象としての『排除』-『構築主義』的視点の可能性」『ソシオロゴス』1６:

101-118｡

鈴木二郎１９７４「ヒユーマニズムと差別」『現代と思想』1７:37-53,青木書店。
田渕六郎１９９６「主観的家族論一その意義と問題」『ソシオロゴス』２０:19-38．
樽本英樹1994「権力現象における共有知識の意義」『ソシオロゴスｊ1８:１-１４･
上野千鶴子１９９６「複合差別論」井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編『岩波講座現代社会学

１５差別と共生の社会学』:203-232,岩波書店。
山田富秋１９９６「アイデンティティ管理のエスノメソドロジー」栗原彬編『講座差別の社会学Ｉ差別の社会理

論』：77-99,弘文堂。
2000「第五章差別現象のエスノメソドロジー」『日常性批判一シユツツ・ガーフインケル・フーコ
ー』:109-132,せりか書房。

-139 -



付記
本稿は、第74回日本社会学会大会(2001年ll月24日）での報告に基づいている。インタビューに応じてくだ

さった８名の「婚外子当事者」の方々には、執筆のきっかけと沢山のヒントをいただいた。また執筆にあたっ
ては、加藤秀一、崎山治男、須長史生、上野千鶴子の各氏から有益なコメントと懇切なアドバイスをいただい
た。記して感謝したい。

(はしもとまこと、お茶の水女子大学大学院、mato@dp.u-netsu㎡.nejp)

D i scr i I n ina t ionasanAppara tusofVa lueExp lo i ta t iOn

Basedonacasestudyof@6love-cllilddiscrimination''

HASH IMOTり ,Mα肋m
OchanomizuUniverisity
mato@dp.u-netsurf.nejp

nlispaper,basedonacasestudyofGGlove-childdiscrimination'',aimsatofferinganideaon
howdiscriminationcanbedefined.Oneofthestrikingcharacterist icsoftheargumenton
discriminationisthattheydiscusstheexistenceofaggression・Hence,thispapersuggestsde伽ing
discriminationasanapparatusofdiscoursethatprovidescontextualmeaningofactions.

- 1 4 0 -


